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古墳群 古墳名 墳丘 石室 武器 馬具 装身具 玉類 土師器 須恵器 備考墳径 墳高 長 幅 高 直刀 鏃 その他 轡 鐙 鉸具 留金具 飾金具 金環 その他 勾玉 管玉 切子玉 小玉 蓋 坏 高坏 短頸壺 𤭯 提瓶 横瓶 平瓶 フラスコ提瓶 長頸壷 その他
穂高古墳群
A1

1（陵塚） 16×14 2.1 8.14 1.8 1.22 （○） （○） （○） （○） 　伝　直刀、馬具、提瓶、坏出土
2 4.0

穂高古墳群
A2

3 7.0 4.0 1.0
4 10.8×7.4 1.2 　以前は15基存在
5 6.6 0.6
6（犬養塚） 16×11 2.7 7.2 1.4 1.1 ○鍔 ○ ○ ○ ○ 雲珠・杏葉 ○（４） ○（５）○（９）○（４）○（６） ○ ○ ○ ○
7（県塚） 15.0 1.2 8.3 1.5 1.1 （○） （○）
8 （○） （○） ○２ （○） 　伝　馬具、金環、切子玉、提瓶

穂高古墳群
B1（１）

1（ぢいが塚） 15.0 2.5 9.2 2.5 1.95
30 4.5 1.25
34 10.0 5.0 1.2
29 14.3 1.3 4.0 1.7 

穂高古墳群
B1（２）

3（連塚） 15.0 2.5 6.4 1.7 0.9
2 10.0 2.1
4 15.3 2.7 10.2 1.7 2.3
5（金掘塚） 12×15 8.6 1.6 1.5 ○方頭大刀 ○ 石突 ○（３） ○ ○（３） ○（２）○（２）（○） ○ ○ ○ ○（３） 人骨３体
6 12.5 7.55 1.2～1.4 0.8
7 8.4 5.36 1.4 0.8
8 8.3 5.1 1.4 0.8
9 9.62 5,94 1.3～1.8 0.9

穂高古墳群
B1（３）

33 9.5 5.5 1.65
12 8.0 1.5
11 9.0 9.0 1.5 0.4 大型墳
10 14.8×14 1.8 9.0 2.4 1.4 大型墳

穂高古墳群
B2（１）

24 14.0 1.0 5.5
22 　消滅
21
23（祝塚） 13.8 1.8 4.0 1.8 ○ ○ ○（５） ○ ○ ○ 𤭯・坏 ○ ○ ○

穂高古墳群
B2（２）

25 6.5 1.5 6.5 1.5
28 4.8 石室箱状
27 7.0 2.0 石室箱状
18 消滅
20 4.0 石室箱状
19 5.0 1.5 石室箱状
17 8.0 5.5 1.5 石室箱状

穂高古墳群
B2（３）

16 11.0 1.53 7.5 1.3 1.0 
15 7.0 1.5
13 12.0 1.7 8.5 1.1～1.7 1.2  

穂高古墳群
B3

32 6.0 1.5
31 6.0 1.1 0.1

穂高古墳群C 1 11.7×18.5 2.0 7.2 1.4 1.1
2 11.0 1.3 6.0 1.2 1.3 ○ ○ 刀子
3 10.5 1.5 7.0 1.3～1.7 H７調査
4 9.1×14.2 1.43 5.3 1.5
5 5.3 1.6

穂高古墳群E 10（寺島塚） 8.5 1.5 ○ ○
17（ショウシハウ殿） 6.3 0.6 ○
2（三郎塚） 14.0 1.4 2.0 1.3 ○
12（浜場塚１） ○ ○ ○
13（浜場塚２） 10.0 ○（３） ○ H２調査
6（狐塚３） 19.8 3.6 ○（３） 銅釧２ ○（７） ○（16）○（11） ○（２） ○（１） ○（１） 高盤 M44発掘
7（狐塚２） 15.0 2.0 5.0 2.1 ○（２）鐔 ○ 刀子 ○（１）

穂高古墳群Ｆ 9 17.0 1.32 7.0 1.2～1.5 1.1 刀子 ○ ○（１） ○ ○ ○ ○ ○ 甕・子持壷
10 12.9 1.8 5.2 1.1
8
7
6（中上） 10.0 1.0 5.95 1.15 1.15 棗玉１
5 10.0 1.6 5.5 1.4
4 5.5×6.0 2.0
3 9.75 1.5
2 3.0 1.0
1（一本杉） 4.0 0.5 4.4 1.0 1.25

穂高古墳群D 1（魏磯城窟） 6.4 2.7 ○ ○ ○（１） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
穂高古墳群G 1（上原） 6.0 1.1 ○ 刀子 六花形鏡板 ○ 杏葉 ○（２） ○（７）○（１）○（２）○（２） ○ ○ ○ ○ ○樽形𤭯 ○

祖父ヶ塚 16.0 2.5 8.1 2.4 ○頭椎大刀 ○銀環 ○ ○ ○ 松川村
潮古墳群 1（金山塚） ○ ○ 須恵器

2
3
4
5
6 ○ ○ ○ ○ ○ 方墳周濠
7
8 15.0 5.0 1.3 刀子 ○（１） ○（２） ○（１） ○ ○（５）○（５） ○（２） ○（１）○（４） ○（４） ○（２）
お経塚

B群出土 11 6
有明山社所蔵 7 ※ ○ ※鳳凰形銅葉２、金銅鈴６
宮内庁所蔵 25 8
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一
郡
に
依
然
と
し
て
古
墳
を
築
造
し
、
維
持
し
て
い
る
在
地
集
団
に
よ
っ
て
為
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
、
と
な
る
と
建
立
動
機
は
自
発
的
と
す
る
よ
り
も
外
か
ら
、
上
か
ら
の
力
に
依
る
も
の
と
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
あ
ら
た
め
て
、
歴
史
の
表
面
、
安
曇
連
と
天
皇
家
の
関
係
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

蘇
我
氏
に
依
倚
し
、
次
い
で
大
王
家
と
結
び
付
い
て
中
央
政
界
に
復
帰
し
た
安
曇
連
は
天
智
の

親
百
済
外
交
に
便
乗
、
斉
明
七（
六
六
一
）年
に
阿
曇
比
羅
夫
連
は
百
済
救
援
に
出
兵
、
そ
し
て
天

智
二（
六
六
三
）年
に
白
村
江
で
大
敗
。
動
員
さ
れ
た
四
万
二
千
の
兵
の
う
ち
に
は
安
曇
郡
出
自
者

が
相
当
に
居
た
筈
で
あ
る
。
敗
戦
で
大
量
の
百
済
遺
民
が
天
智
四
年
に
四
〇
〇
、
五
年
に

二
〇
〇
〇
、八
年
に
七
〇
〇
人
が
近
江
国
に
入
植
し
て
い
る
が
亡
命
の
民
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

天
智
一
〇（
六
七
一
）年
に
郭
務
悰
は
二
〇
〇
〇
人
を
送
還
し
て
き
て
い
る（

（1
（

。

　

そ
の
翌
年
が
壬
申（
六
七
二
）年
で
あ
る
。
激
し
い
動
き
の
中
の
安
曇
連
は
正
史
上
に
は
記
さ
れ

て
い
な
い
が
変
り
身
の
う
ま
さ
で
天
武
持
統
朝
を
泳
ぎ
き
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　

天
武
の
仏
教
政
策
は
中
央
集
権
国
家
建
設
に
向
っ
て
の
一
環
で
舒
明
一
一
年
勅
願
の
大
官
大
寺

の
建
立
、
皇
后
の
病
気
平
癒
を
祈
っ
て
の
薬
師
寺
の
建
立
、
天
武
一
四（
六
八
五
）年
三
月
に
は
諸

国
の
家
毎
に
仏
舎
を
つ
く
り
仏
像
と
経
を
置
き
礼
拝
供
養
せ
よ
と
の
詔
を
出
し
て
い
る
。
経
は
鎮

護
国
家
の
金
光
明
経
・
仁
王
経
だ
ろ
う
。

　

専
制
君
主
の
政
策
に
安
曇
連
の
部
民
集
団
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
安
曇
郡
は
直
ち
に
反
応
す

る
。
体
制
側
か
ら
見
た
場
合
、
白
村
江
の
敗
戦
を
体
験
し
て
い
る
集
団
に
よ
る
郡
と
云
う
こ
と
で

特
別
視
さ
れ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
。

　

壬
申
の
乱
に
勝
利
し
た
天
武
は
人
心
の
掌
握
に
努
め
て
い
る
。
神
祗
尊
重
政
策
は
そ
の
表
わ
れ

の
一
つ
だ
が
外
に
出
て
高
度
な
文
明
の
洗
礼
を
受
け
た
集
団
に
対
し
て
は
仏
教
保
護
政
策
が
有
効

で
あ
る
。

　

安
曇
郡
内
に
は
百
済
難
民
や
後
に
送
還
さ
れ
た
捕
虜
が
居
た
。
彼
等
の
存
在
を
示
す
史
料
は
な

い
が
、
七
世
紀
後
半
、
東
国
に
は
未
だ
し
で
あ
っ
た
寺
院
が
早
や
早
や
と
安
曇
郡
に
建
立
さ
れ
た

の
が
唯
一
の
証
左
と
な
る
。

註（
１
）�岩
崎
卓
也
・
松
尾
昌
彦
・
松
村
公
仁
「
有
明
古
墳
群
の
再
調
査
」
信
濃
三
五
―

一
一
、
一
九
八
三
年

（
２
）�桐
原
健
「
古
墳
時
代
―
穂
高
町
の
古
墳
時
代
様
相
」『
穂
高
町
誌
歴
史
編
』
所
収
、
一
九
九
一

年

（
３
）�三
木
弘
・
寺
島
俊
郎
・
西
山
克
己
「
長
野
県
南
安
曇
郡
穂
高
町
所
在
魏
磯
城
窟
古
墳
に
つ
い

て
」
信
濃
三
九
―
五
、
一
九
八
七
年

（
４
）明
科
町
教
育
委
員
会
『
潮
神
明
宮
前
遺
跡
Ⅱ
』
二
〇
〇
〇
年

（
５
）�岡
林
孝
作
「
須
恵
器
フ
ラ
ス
コ
形
長
頸
瓶
の
編
年
と
問
題
点
」『
日
本
と
世
界
の
考
古
学
』
所

収
、
一
九
九
四
年

（
６
）三
木
弘
「
有
明
古
墳
群
の
再
検
討（
１
）」
信
濃
四
三
―
一
二
、
一
九
九
一
年

（
７
）原
嘉
藤
「
長
野
県
東
筑
摩
郡
明
科
町
明
科
廃
寺
跡
に
つ
い
て
」
信
濃
七
―
七
、一
九
九
五
年

（
８
）明
科
町
教
育
委
員
会
『
明
科
廃
寺
址
』、
二
〇
〇
〇
年

（
９
）�塩
川
原
・
桜
坂
に
あ
る
明
科
廃
寺
の
創
建
時
瓦
を
焼
成
し
て
い
る
瓦
窯
址
で
端
部
に
逆
刺
の

あ
る
須
恵
器
坏
蓋
が
伴
出
し
て
い
る
。

（
10
）�土
屋
和
章
「
周
辺
遺
跡
及
び
市
内
の
調
査
に
つ
い
て
」『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
明
科
廃
寺
』
所
収
、

二
〇
一
三
年

（
11
）三
好
博
喜
「
考
古
」『
明
科
町
史
』
所
収
、
一
九
八
四
年

（
12
）藤
沢
一
夫
「
屋
瓦
の
変
遷
」『
世
界
考
古
学
大
系
』
４
所
収
、
一
九
六
一
年

（
13
）林
博
通
「
南
滋
賀
廃
寺
」『
近
江
の
古
代
寺
院
』
所
収
、
一
九
八
九
年

（
14
）後
藤
四
朗
「
大
化
前
後
に
お
け
る
阿
曇
氏
の
活
動
」
日
本
歴
史
二
二
六
、
一
九
六
七
年

（
15
）�高
家
郷
内
の
上
川
手
・
北
村
遺
跡
か
ら
は
主
屋
に
庇
の
付
い
た
大
型
建
物
が
溝
と
柵
で
画
さ

れ
た
域
内
に
、
隣
接
す
る
環
濠
内
に
も
大
型
建
物
が
構
営
さ
れ
て
い
る
。
環
濠
外
に
は
一
九

棟
の
掘
立
柱
建
物
が
蝟
集
し
円
面
硯
も
出
土
し
て
い
る
。
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
初
頭
に

置
か
れ
る
。

（
16
）直
木
孝
次
郎
「
百
済
滅
亡
後
の
国
際
関
係
」
朝
鮮
学
報
一
四
七
、
一
九
九
三
年
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く
先
端
は
剣
形
を
呈
す
る
。

　

三
類
は
蓮
華
文
の
外
側
に
弧
線
が
配
さ
れ
る
。
周
縁
は
高
く
素
文
。

　

宇
瓦
の
文
様
は
三
重
の
弧
文
と
唐
草
文
、
前
者
の
形
状
は
無
顎
の
直
線
顎
と
段
顎
の
浅
顎
、
後

者
は
無
顎
の
蹄
顎
、
た
だ
第
二
次
調
査
で
は
出
土
し
て
お
ら
ず
混
入
の
疑
い
が
強
い
。

　

三
好
は
鐙
瓦
一
類
を
七
世
紀
後
半
に
置
い
て
お
り
、
逆
刺
の
あ
る
須
恵
器
坏
蓋
を
併
出
し
て
い

る
桜
坂
窯
の
調
査
所
見
が
こ
れ
を
補
完
し
て
い
る
。

　

文
様
が
付
さ
れ
た
鐙
瓦
と
宇
瓦
は
寺
院
の
創
建
年
次
・
築
営
氏
族
を
推
察
さ
せ
る
鍵
で
あ
り
、

瓦
当
笵
は
同
系
寺
院
間
に
流
通
・
伝
世
さ
れ
る
か
ら
そ
の
線
か
ら
の
追
求
も
可
能
で
あ
る
。

　

鐙
瓦
の
推
移
は
外
縁
の
形
状
に
表
現
さ
れ
る
と
す
る
藤
沢
一
夫
の
論（

（1
（

に
よ
れ
ば
外
縁
に
二
重
圏

線
を
繞
ら
し
高
さ
一
セ
ン
チ
を
計
る
単
弁
八
葉
蓮
華
文
は
第
二
期
類
の
外
区
重
圏
文
広
高
縁
、
内

区
單
子
葉
弁
文
系
類
に
属
し
、
こ
れ
に
伴
う
重
弧
文
の
宇
瓦
や
一
本
造
り
の
製
作
技
法
を
勘
案
す

れ
ば
滋
賀
・
南
滋
賀
廃
寺
の
瓦
に
結
び
つ
く
。南
滋
賀
廃
寺
は
大
津
宮
時
代（
六
六
七
～
六
七
二
年
）

に
大
津
京
内
に
川
原
寺
式
伽
藍
配
置
を
と
っ
て
創
建
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。

　

建
立
に
要
し
た
時
間
だ
が
こ
の
地
に
あ
っ
て
最
初
の
寺
院
建
立
と
い
う
意
味
で
は
大
和
の
飛
鳥

寺
建
立
と
変
り
は
な
い
。
飛
鳥
寺
は
崇
峻
元（
五
八
八
）年
に
計
画
が
立
て
ら
れ
推
古
四（
五
九
六
）

年
に
塔
が
落
成
し
寺
僧
が
住
み
始
め
た
。
銅
製
の
丈
六
仏
が
完
成
し
た
の
は
一
四（
六
〇
六
）年
で

八
年
か
ら
一
九
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
る
。

　

明
科
廃
寺
も
完
成
ま
で
に
十
数
年
は
か
か
っ
た
筈
で
、
こ
の
間
に
白
村
江
の
敗
戦
・
庚
午
の
編

籍
・
壬
申
の
乱
・
浄
御
原
令
の
発
布
・
筑
摩
行
宮
の
建
設
な
ど
の
国
家
的
事
件
が
連
発
し
て
い
る
。

　
　
　
　

８

　

七
世
紀
後
半
、
安
曇
野
市
域
の
古
墳
と
寺
院
は
並
存
し
て
い
る
。
改
め
て
こ
の
地
域
の
特
性
を

確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

八
世
紀
第
Ⅲ
四
半
期
の
安
曇
郡
に
は
部
姓
郡
司
が
任
ぜ
ら
れ
て
い
る（
天
平
宝
字
八
年
安
曇
郡

主
帳
安
曇
部
百
鳥
）。
こ
の
地
域
の
村
落
は
内
陸
漁
撈
民
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
首
長
を
含
め
た

村
落
全
体
が
海
民
の
管
掌
に
当
っ
て
い
る
安
曇
連
氏
の
部
民
と
な
っ
た
。

　

そ
の
こ
と
で
村
落
内
の
支
配
関
係
に
急
激
な
変
化
は
生
ぜ
ず
農
村
と
は
異
な
る
漁
撈
民
社
会
が

存
続
維
持
で
き
た
。
安
曇
郡
四
郷
中
の
高
家
・
八
原
・
前
科
郷
は
郡
内
河
川
に
よ
る
五
〇
平
方
キ

ロ
の
滞
水
域
周
縁
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
期
は
横
穴
式
石
室
が
構
築
さ
れ
始
め
た
六
世
紀

後
半
だ
ろ
う
。

　

寺
院
を
建
立
し
維
持
す
る
に
は
古
墳
築
造
に
数
倍
す
る
権
力
・
財
力
を
要
す
る
。
当
時
の
安
曇

郡
内
で
最
大
の
権
力
を
保
持
し
て
い
る
の
は
郡
司
ク
ラ
ス
、
国
造
国
科
野
は
七
世
紀
後
半
時
の
律

令
制
施
行
で
一
〇
郡
に
分
割
さ
れ
た
。
七
郡
の
郡
司
は
科
野
国
造
氏
の
一
族
が
占
め
た
が
安
曇
・

高
井
・
佐
久
郡
の
郡
司
職
は
他
氏
に
譲
っ
て
い
る
。
安
曇
郡
司
は
自
身
の
権
勢
に
加
え
て
背
后
に

中
央
の
安
曇
連
を
負
っ
て
い
る
。

　

応
神
朝
に
全
国
の
海
人
管
掌
を
命
ぜ
ら
れ
た
安
曇
連
は
履
中
期
の
失
脚
後
永
ら
く
の
雌
伏
を
経

て
推
古
三
一
年
に
復
活
、
蘇
我
氏
や
皇
室
に
接
近
す
る
こ
と
で
勢
力
を
増
し
持
統
五
年
に
は
墓
誌

上
進
を
許
さ
れ
た
一
八
氏
族
中
に
入
っ
て
い
る
。
安
曇
連
に
は
海
人
掌
握
の
他
に
航
海
、
外
交
の

任
が
あ
り
外
交
は
百
済
と
の
折
衝
を
専
ら
と
し
、
蘇
我
・
皇
室
と
の
関
係
も
あ
っ
て
早
く
か
ら
仏

教
へ
の
理
解
を
持
っ
て
い
た
。
推
古
三
二
年
四
月
に
安
曇
連
某
は
法
頭
と
な
り
孝
徳
朝
に
は
難
波

の
安
曇
江
に
安
曇
寺
は
建
立
さ
れ
て
い
た（

（1
（

。

　

安
曇
郡
司
は
部
姓
郡
司
で
あ
る
の
で
郡
内
に
は
安
曇
連
に
隷
属
し
て
い
る
在
地
集
団
が
存
在
し

て
い
る
。

　

在
地
集
団
は
郡
内
構
築
の
古
墳
群
に
よ
り
最
低
六
つ
の
支
族
に
分
れ
夫
れ
夫
れ
の
消
長
を
遂
げ

な
が
ら
七
世
紀
を
迎
え
て
い
る
。

　

こ
の
時
、
穂
高
古
墳
群
に
係
る
支
族
は
新
規
の
古
墳
を
築
か
ず
、
既
築
古
墳
へ
の
追
葬
を
行
っ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
斜
陽
の
途
を
辿
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
潮
神
明
宮
前
古
墳
群
に
係
る
支

族
は
新
興
勢
力
と
受
け
と
れ
る
。

　
　
　
　

９

　

七
世
紀
に
入
り
新
興
の
支
族
を
核
と
し
て
高
家
郷
内
に
新
規
の
古
墳
、
明
科
廃
寺
・
郡
衙
的
村

落（
（1
（

が
構
営
さ
れ
た
こ
と
を
推
測
し
た
が
、
要
は
古
墳
と
寺
院
と
い
う
性
格
が
全
く
異
な
る
モ
ニ
ュ

メ
ン
ト
建
設
を
安
曇
部
な
る
固
有
名
を
冠
し
た
在
地
集
団
が
担
当
し
た
こ
と
に
あ
る
。
寺
院
建
立

に
目
を
当
て
る
な
ら
ば
、
無
仏
の
国
と
呼
ば
れ
白
鳳
寺
院
は
存
在
し
な
い
と
さ
れ
て
き
た
信
濃
の

（4）



　

横
穴
式
石
室
墳
だ
か
ら
追
葬
は
可
能
だ
が
追
葬
者
は
限
ら
れ
て
い
る
。
五
支
群
と
二
基
の
単
独

墳
に
は
そ
れ
を
祀
り
管
理
す
る
末
裔
が
い
る
。穂
高
古
墳
群
は
七
世
紀
中
葉
ま
で
機
能
し
て
い
た
。

　

安
曇
平
西
縁
・
東
縁
の
古
墳
群
築
造
氏
族
は
同
一
だ
ろ
う
。
潮
神
明
宮
前
古
墳
群
は
穂
高
古
墳

群
の
一
支
群
と
見
做
し
て
よ
い
。
片
や
一
世
紀
余
の
歴
史
が
あ
り
群
形
成
時
の
古
墳
は
松
本
平
の

中
に
あ
っ
て
異
彩
を
放
っ
て
お
り
、
潮
神
明
宮
前
古
墳
群
は
穂
高
古
墳
群
終
焉
時
に
出
現
し
た
。

副
葬
品
は
金
掘
塚
・
狐
塚
三
号
墳
・
上
原
古
墳
に
追
葬
さ
れ
た
と
同
じ
フ
ラ
ス
コ
形
提
瓶
・
長
頸

瓶
・
平
瓶
だ
が
八
号
墳
は
周
湟
を
巡
ら
し
た
径
一
五
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
墳
丘
、
石
室
幅
は
一
・
三

メ
ー
ト
ル
を
計
る
。
七
号
墳
は
方
形
墳
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　

５

　

明
科
廃
寺
址
は
昭
和
二
八
年
に
明
科
字
石
堂
で
発
見
さ
れ
た
。
住
宅
改
築
で
布
目
瓦
片
六
〇
三

点
が
出
土
し
、
う
ち
に
五
点
の
鐙
瓦
、
二
点
の
宇
瓦
・
一
点
の
鴟
尾
、
九
点
の
瓦
塔
片
が
含
ま
れ

て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
史
料
に
は
記
載
の
な
い
古
代
寺
院
址
と
認
識
さ
れ
遺
跡
名
は
小
字
名
で
は
な

く
表
記
の
名
称
と
な
っ
た（

７
）。

　

四
六
年
が
経
過
し
た
平
成
一
一
年
、
宅
地
の
再
度
改
築
で
南
北
一
二
〇
、
東
西
九
〇
メ
ー
ト
ル

の
範
囲
が
除
土
さ
れ
南
北
方
向
に
四
棟
の
建
物
址
と
道
路
址
が
露
呈
、
多
量
の
丸
瓦
・
平
瓦
片
が

出
土
し
た
。
鐙
瓦
片
は
一
二
、
宇
瓦
片
は
三
点
で
、
一
類
と
し
た
素
弁
八
葉
蓮
華
文
の
鐙
瓦
は
第

一
建
物
址
の
Ｐ
４
・
Ｐ
12
、
二
類
と
し
た
素
弁
一
二
葉
蓮
華
文
は
第
二
建
物
址
の
Ｐ
15（
又
は
Ｐ

11
）か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る（

８
）。

　

前
後
す
る
が
平
成
九
年
に
は
犀
川
の
対
岸
で
明
科
廃
寺
当
初
の
瓦
を
焼
成
し
た
と
さ
れ
る
桜
坂

瓦
窯
址
が
調
査
さ
れ
て
い
る（

９
）。

　

廃
寺
に
近
い
栄
町
遺
跡
で
は
七
号
住
居
上
層
出
土
の
坏
蓋
中
よ
り
宝
珠
形
の
摘
み
を
付
け
た
逆

刺
あ
る
数
点
を
検
出
。
塔
の
原
の
上
手
屋
敷
二
次
調
査
で
は
方
形
の
掘
り
方
を
も
ち
柱
間
二
メ
ー

ト
ル
を
計
る
五
間
×
四
間
の
大
型
建
物
址
を
露
呈
し
て
い
る（

（1
（

。

　
　
　
　

６

　

平
成
一
一
年
の
調
査
域
は
中
枢
を
外
れ
た
東
辺
で
、
検
出
さ
れ
た
第
一
建
物
址
は
西
に
雨
落
ち

の
溝
を
具
え
た
桁
行
五
間
、
梁
間
二
間（
三
間
に
な
る
可
能
性
も
あ
り
）の
規
模（
五
×
二
二
メ
ー

ト
ル
）で
、
径
・
深
さ
一
メ
ー
ト
ル
前
後
の
円
形
プ
ラ
ン
柱
穴
一
三
箇
が
梁
間
二
・
五
、
桁
行
四
・

五
メ
ー
ト
ル
の
柱
間
で
穿
た
れ
て
い
る
。

　

第
二
建
物
址
は
第
一
建
物
址
の
一
層
下
に
一
辺
三
メ
ー
ト
ル
弱
の
掘
り
方
を
設
け
中
に
径
四
〇

セ
ン
チ
前
後
の
丸
柱
を
建
て
て
い
る
。
規
模
は
二
間
二
間（
一
一
・
五
メ
ー
ト
ル
）の
総
柱
だ
が
桁

を
北
に
延
ば
し
て
五
間
と
す
る
復
元
も
さ
れ
て
い
る
。
柱
間
は
一
号
址
よ
り
広
く
五
・
五
メ
ー
ト

ル
を
計
る
。

　

一
・
二
号
建
物
址
の
北
一
二
メ
ー
ト
ル
に
幅
一
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
六
〇
セ
ン
チ
の
布
掘
り
が
コ

の
字
形
に
巡
っ
て
黒
土
が
充
満
、上
面
か
ら
柱
穴
七
ヶ
が
検
出
さ
れ
て
梁
間
二
間（
五
メ
ー
ト
ル
）、

桁
行
そ
れ
以
上
の
三
号
建
物
址
と
な
っ
た
。
柱
穴
は
径
七
〇
セ
ン
チ
の
円
形
で
総
て
に
径
四
〇
セ

ン
チ
の
木
柱
が
残
存
、
柱
間
は
二
・
五
メ
ー
ト
ル
。
布
掘
り
で
画
さ
れ
た
内
区
は
整
地
の
み
で
地

業
の
痕
跡
は
な
い
。
方
形
の
掘
り
方
は
Ｐ
61
を
布
掘
り
が
切
っ
て
い
る
の
で
前
後
は
判
る
。

　
　
　
　

７

　

寺
院
の
創
立
時
を
示
す
痕
跡
は
遺
構
か
ら
は
窺
わ
れ
な
か
っ
た
。
出
土
土
器
は
体
部
が
直
線
的

に
開
く
土
師
器
坏
・
内
黒
坏
、
扁
平
な
摘
み
を
付
け
口
縁
端
部
を
折
り
曲
げ
た
須
恵
器
の
坏
蓋
で

八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
と
時
期
は
下
る
。

　

結
局
は
瓦
、
そ
れ
も
一
七
点
の
鐙
瓦
と
五
点
の
宇
瓦
だ
け
と
な
る
。

　

古
代
に
あ
っ
て
、
瓦
で
葺
か
れ
た
寺
院
は
最
低
で
も
塔
と
金
堂
を
保
有
し
て
い
た
。
明
科
廃
寺

は
丸
瓦
・
平
瓦
の
多
量
出
土
か
ら
全
瓦
葺
き
と
目
し
て
よ
い
。
金
堂
の
大
棟
を
飾
っ
て
い
た
だ
ろ

う
鴟
尾
の
破
片
も
出
土
し
て
い
る
。

　

三
好
博
喜
は
鐙
瓦
を
三
類
に
分
け
て
い
る（

（1
（

。
一
類
、
瓦
当
の
径
は
一
三
・
三
、
外
縁
に
は
二
重

の
圏
線
が
巡
り
高
さ
は
一
セ
ン
チ
。
内
区
主
文
は
素
弁
八
葉
蓮
華
文
で
中
房
は
小
さ
く
蓮
子
は
一

プ
ラ
ス
八
、
中
房
か
ら
発
す
る
稜
線
で
区
切
ら
れ
て
い
る
蓮
弁
は
中
央
に
鎬
が
走
り
先
端
は
や
や

尖
る
。
瓦
当
接
着
手
法
は
一
本
造
り
。

　

二
類
の
主
文
は
細
素
弁
一
二
葉
蓮
華
文
で
瓦
当
の
径
は
一
類
よ
り
一
廻
り
大
き
い
。
中
房
も
大

き
く
一
プ
ラ
ス
八
プ
ラ
ス
一
二
の
蓮
子
が
付
さ
れ
て
い
る
。
間
弁
の
稜
線
は
無
く
な
り
連
弁
は
長

（3）



に
比
す
る
と
中
辺
の
そ
れ
は
や
や
小
さ
い
。
石
室
形
状
を
箱
状
と
記
し
て
い
る
も
の
が
五
基
も
あ

る
。

　

Ｂ
支
群
よ
り
の
分
派
と
も
見
ら
れ
る
Ｃ
群
五
基
は
富
士
尾
沢
の
奥
処
に
分
布
し
て
い
る
。
石
室

の
規
模
に
よ
り
二
群
に
分
け
ら
れ
る
。
や
や
小
型
の
Ｃ
２
号
墳
か
ら
は
直
刀
・
鉄
鏃
・
刀
子
と
美

濃
須
衛
窯
の
須
恵
器
が
出
土
し
て
い
て
追
葬
は
さ
れ
て
い
た
。

　

Ｅ
群
は
川
窪
沢
川
と
烏
川
で
画
さ
れ
た
「
牧
」
の
台
地
上
に
現
在
七
基
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

Ｆ
支
群
と
上
原
古
墳（
Ｇ
１
号
）は
烏
川
を
堺
と
す
る
旧
西
穂
高
村
に
所
在
す
る
。

　

上
原
古
墳
は
烏
川
に
よ
り
分
岐
し
て
い
る
穂
高
沢
の
左
岸
、
Ｆ
支
群
は
柏
原
沢
右
岸
に
縦
列
し

て
い
る
一
〇
基
で
、
こ
れ
ら
縦
堰
の
末
端
は
鳥
趾
状
に
分
れ
、
矢
原
・
白
金
・
等
々
力
に
三
〇
か

ら
七
〇
セ
ン
チ
の
耕
土
域
を
形
成
し
た
後
に
万
水
川
に
入
っ
て
い
る
。
一
〇
基
の
古
墳
だ
が
上
流

に
位
置
す
る
古
墳
は
大
き
く
下
流
の
古
墳
は
概
し
て
小
さ
い
。
矢
原
・
白
金
・
等
々
力
は
古
墳
後

期
か
ら
の
集
落
址
で
も
あ
る
。

　
　
　
　

２

　

穂
高
古
墳
群
に
対
す
る
東
縁
の
旧
東
川
手
潮
の
神
明
宮
前
に
は
九
基
か
ら
な
る
古
墳
群
が
築
造

さ
れ
て
い
る
。
１
号
墳（
金
山
塚
）は
早
く
発
掘
さ
れ
直
刀
・
轡
・
須
恵
器
の
出
土
が
報
ぜ
ら
れ
て

い
る
。
八
号
墳
は
平
成
一
七
年
の
調
査
で
周
湟
の
巡
る
推
定
径
一
五
メ
ー
ト
ル
の
円
墳
。
内
部
主

体
は
横
穴
式
石
室
で
羨
道
部
は
や
や
幅
を
狭
め
て
い
る
。
幅
は
一
・
三
、
現
存
長
は
五
メ
ー
ト
ル
。

石
室
内
と
周
湟
か
ら
は
刀
子
片
・
鉄
鏃
・
耳
環
各
一
、
勾
玉
二
・
切
子
玉
一
、
丸
玉
二
・
臼
玉
六
・

小
玉
一
〇
四
顆
、
須
恵
器
は
坏
蓋
各
五
、
平
瓶
・
フ
ラ
ス
コ
形
提
瓶
各
四
、
𤭯
・
長
頸
瓶
各
二
、

横
瓶
一
点
が
出
土（

４
）。

七
号
墳
は
径
二
〇
メ
ー
ト
ル
を
計
り
隅
丸
方
形
プ
ラ
ン
で
幅
五
メ
ー
ト
ル
の

周
湟
を
繞
ら
す
。
陸
橋
は
北
東
隅
に
設
け
ら
れ
て
い
て
湟
中
よ
り
長
頸
瓶
が
出
土
し
て
い
る
。

　
　
　
　

３

　

立
地
が
異
な
る
二
つ
の
古
墳
群
に
共
通
し
て
い
る
点
は
終
焉
の
時
期
が
同
一
で
あ
る
こ
と
で
、

フ
ラ
ス
コ
形
提
瓶
と
長
頸
瓶
が
指
標
と
な
る
。

　

フ
ラ
ス
コ
形
提
瓶
は
轆
轤
で
挽
き
上
げ
た
球
体
に
口
縁
に
特
徴
あ
る
頸
部
を
嵌
入
し
た
器
形
で

把
手
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。
か
か
る
須
恵
器
は
七
世
紀
代
に
湖
西
窯
で
生
産
さ
れ
東
は
東
海
・
関

東
・
東
北
地
方
ま
で
分
布
し
て
い
る
。
頸
部
の
狭
長
と
口
縁
に
凹
み
あ
る
縁
帯
と
直
下
に
断
面
三

角
形
の
突
帯
を
繞
ら
す
を
も
っ
て
特
徴
と
す
る
が
、
や
が
て
頸
部
は
太
く
短
か
く
口
縁
の
縁
帯
は

幅
を
広
げ
突
帯
は
消
滅
す
る（

５
）。

　

長
頸
瓶
に
は
素
縁
と
端
面
を
も
つ
も
の
の
二
種
が
あ
り
、
前
者
に
は
透
し
孔
の
あ
る
台
付
か
ら

亀
甲
状
に
盛
り
上
っ
た
肩
部
が
低
平
化
し
稜
線
を
強
く
示
す
ま
で
の
経
過
が
あ
る
。
端
面
を
も
つ

後
者
に
台
付
は
な
く
肩
部
は
甲
張
り
状
か
ら
低
平
に
変
り
つ
つ
あ
る
。
肩
部
を
同
じ
く
す
る
平
瓶

や
幅
広
い
縁
帯
を
繞
ら
す
フ
ラ
ス
コ
形
提
瓶
と
並
存
す
る
。

　

そ
の
須
恵
器
は
穂
高
古
墳
群
に
あ
っ
て
は
各
支
群
の
草
分
け
的
古
墳
に
追
葬
副
葬
品
と
し
て
存

在
す
る
。

　

長
頸
瓶
は
Ｂ
支
群
の
金
掘
塚
、
Ｅ
群
の
狐
塚
三
号
墳
、
Ｆ
群
の
九
号
墳
と
上
原
古
墳
、
フ
ラ
ス

コ
形
提
瓶
は
魏
磯
城
窟
、
Ｂ
群
の
金
掘
塚
と
祝
塚
付
近
古
墳
出
土
で
あ
る
有
明
神
社
収
蔵
品
、
Ｅ

群
の
狐
塚
三
号
墳（

６
）、

な
お
、
こ
れ
と
セ
ッ
ト
を
為
す
坏
蓋
・
坏
身
・
把
手
を
有
す
る
平
瓶
・
小
型

𤭯
が
Ａ
群
の
八
号
墳
、
Ｂ
群
の
有
明
神
社
蔵
品
、
Ｅ
群
の
狐
塚
三
号
墳
、
Ｆ
群
に
含
ま
れ
る
上
原

古
墳
か
ら
出
土
し
て
い
る
。

　
　
　
　

４

　

相
違
点
は
古
墳
群
の
成
立
時
期
に
あ
る
。
穂
高
古
墳
群
の
特
質
は
先
行
す
る
古
墳
の
な
い
地
域

に
六
世
紀
後
半
突
如
と
し
て
規
模
形
状
の
整
っ
た
横
穴
式
石
室
内
蔵
円
墳
が
出
現
し
た
こ
と
と
、

副
葬
さ
れ
た
金
銅
製
品
中
に
優
品
の
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

単
独
墳
や
各
支
群
の
上
流
地
域
築
造
古
墳
の
石
室
は
い
づ
れ
も
規
模
大
き
く
、
側
壁
は
大
型
石

塊
の
乱
れ
積
、
奥
壁
に
鏡
石
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
副
葬
品
の
セ
ッ
ト
で
、
直
刀
の
中
に
は
金

銅
装
の
儀
刀
が
混
り
、
馬
具
中
に
は
金
銅
張
り
の
鏡
板
・
杏
葉
・
雲
珠
・
留
金
具
な
ど
の
飾
り
馬

具
、
装
身
具
で
は
金
環
、
玉
類
は
勾
玉
・
管
玉
・
切
子
玉
主
体
の
構
成
。

　

各
支
群
は
以
後
一
世
紀
余
に
亙
り
下
流
域
に
ま
で
範
囲
を
広
げ
て
い
く
が
、新
規
古
墳
は
墳
丘
・

石
室
共
に
縮
小
し
て
お
り
副
葬
品
を
欠
く
古
墳
も
多
い
。七
世
紀
に
入
る
と
古
墳
の
築
造
は
止
り
、

上
流
域
の
既
築
古
墳
へ
の
追
葬
へ
と
変
る
。
そ
の
こ
と
は
既
述
し
た
。

（2）



　

古
墳
築
造
が
止
ん
で
寺
院
建
立
に
移
る
と
は
夙
に
定
説
化
し
て
い
る
現
象
で
、
転
換
期
は
六
世

紀
の
第
Ⅳ
四
半
期
、
畿
内
に
あ
っ
て
は
前
方
後
円
墳
の
終
焉
を
も
っ
て
目
安
と
し
て
い
る
。

　

天
皇
陵
で
は
敏
達
陵
が
最
後
の
前
方
後
円
墳
で
、
彼
の
没
年
は
敏
達
一
四
乙
巳（
五
八
五
）年
、

敏
達
は
仏
法
を
受
け
付
け
な
か
っ
た
が
一
二
年
に
蘇
我
馬
子
は
石
川
の
宅
に
仏
殿
を
設
け
て
お

り
、
次
代
の
用
明
二
年
に
は
仏
教
受
容
の
可
否
を
め
ぐ
っ
て
の
闘
争
が
起
っ
て
い
る
。

　

前
方
後
円
墳
消
滅
後
の
一
世
紀
は
古
墳
と
寺
院
が
並
存
し
て
い
る
終
末
期
で
政
治
面
で
は
仏
教

受
容
派
が
勝
利
を
納
め
、
親
百
済
派
が
中
央
集
権
体
制
の
確
立
を
図
っ
て
の
ク
ー
デ
タ
ー
が
成
功

し
た
時
期
と
重
な
る
。

　

一
見
し
て
古
墳
か
ら
寺
院
へ
の
転
換
動
機
に
は
政
治
性
が
強
く
、
事
実
、
仏
教
公
伝
後
八
六
年

の
推
古
三
二
年（
六
二
四
）に
は
四
六
寺
、
更
に
六
六
年
後
の
持
統
四
年（
六
九
〇
）に
は
五
四
五
寺

と
云
う
飛
躍
的
な
数
字
に
は
政
治
色
濃
厚
な
上
か
ら
の
工
作
が
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
と
は
精
神
生
活
に
係
り
、
転
換
動
機
を
政
治
性
だ
け
に
限
る
の
は
難
し
い
。
白
鳳

期
、
伊
勢
・
尾
張
・
美
濃
ま
で
は
一
郡
に
数
寺
の
建
立
が
あ
る
も
以
東
に
は
見
ら
れ
ず
、
美
濃
東

隣
の
信
濃
で
は
延
喜
の
頃
で
も
信
貴
山
の
命
蓮
を
し
て
「
無
仏
世
界
の
よ
う
な
る
所
に
い
か
じ
」

と
云
わ
し
め
て
い
る
。

　

拙
稿
に
は
そ
の
意
も
あ
っ
て
信
濃
を
場
と
し
、古
墳
と
寺
院
の
関
係
を
窺
っ
て
み
よ
う
と
す
る
。

安
曇
郡
に
恰
好
な
資
料
が
あ
る
。

　

旧
南
安
曇
郡
の
大
分
と
旧
東
筑
摩
郡
の
一
部
を
合
わ
せ
て
平
成
一
七（
二
〇
〇
五
）年
に
安
曇
野

市
が
発
足
し
た
。
市
域
の
西
縁
に
は
穂
高
古
墳
群
、
東
縁
に
は
潮
神
明
宮
前
古
墳
群
と
明
科
廃
寺

が
存
在
し
て
い
る
。

　
　
　
　

１

　

市
域
西
縁
に
立
地
す
る
穂
高
古
墳
群
は
五
支
群
と
単
独
墳
二
基
の
六
四
基
か
ら
成
っ
て
い
る
。

　

附
編　

安
曇
郡
に
観
る
古
墳
と
寺
院

桐
原　

健　
　
　

且
つ
て
は
一
〇
〇
基
を
超
え
て
い
た
ら
し
い（

１
）。

　

支
群
名
は
北
よ
り
付
さ
れ
て
い
る
。
旧
有
明
村
の
宮
城
地
区
に
あ
る
Ａ
支
群（
８
基
）は
中
房
川

か
ら
分
岐
し
て
い
る
油
川
左
岸
に
添
っ
て
い
て
最
高
処
に
あ
る
陵
塚
と
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
間
隔

を
置
く
下
流
の
一
群
と
に
分
け
ら
れ
る
。
大
正
六
年
の
分
布
図
に
よ
る
と
陵
塚
の
他
に
一
基
、
犬

養
塚
や
県
塚
が
あ
る
後
者
は
一
五
基
か
ら
成
っ
て
い
る
。

　

油
川
は
自
然
流
で
東
流
し
て
乳
川
に
合
す
る
。
取
入
口
で
あ
る
大
土
井
地
籍
に
は
プ
ロ
ト
有
明

山
社
が
奉
祀
さ
れ
、
末
端
部
の
矢
村
・
新
屋
・
古
厩
・
耳
塚
の
耕
土
は
三
〇
か
ら
七
〇
セ
ン
チ
と

厚
い
。
耳
塚
地
籍
か
ら
は
古
墳
後
期
の
土
師
器
出
土
が
あ
る（

２
）。

　

Ａ
支
群
よ
り
や
や
離
れ
て
単
独
墳
の
魏
磯
城
窟（
Ｄ
１
号
）が
あ
る
。
巨
石
下
の
間
隙
を
片
袖
の

横
穴
式
石
室
に
利
用
し
て
い
て
鳥
居
龍
蔵
は
ド
ル
メ
ン
式
古
墳
の
名
称
を
与
え
て
い
る
。
窟
内
の

三
面
は
板
石
で
囲
ま
れ
、
飯
田
の
石
室
Ｄ
類
の
範
疇
に
も
含
ま
れ
る（

３
）。

　

早
く
か
ら
開
口
し
て
い
て
残
存
遺
物
は
少
な
い
が
金
環
・
留
金
具
破
片
、
須
恵
器
で
は
𤭯
の
口

縁
部
・
フ
ラ
ス
コ
形
提
瓶
、
高
坏
の
破
片
が
あ
る
。

　

油
川
の
南
一
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
天
満
沢
、
更
に
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
て
富
士
尾
沢
が
東

流
し
て
乳
川
に
合
流
し
て
い
る
。

　

Ｂ
支
群
は
天
満
沢
筋
の
三
二
基
で
、
左
岸
奥
処
に
四
、
連
塚
か
ら
林
道
に
添
っ
て
縦
列
八
、
沢

よ
り
に
四
基
が
存
す
る
。
最
奥
の
う
ち
の
一
基
が
ぢ
い
が
塚
で
右
壁
に
は
天
然
の
磐
石
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
そ
こ
に
所
在
す
る
磐
石
に
よ
っ
て
古
墳
の
位
置
、
石
室
の
構
造
が
決
め
ら
れ
た
と
云

う
次
第
だ
が
省
力
型
古
墳
と
も
思
わ
れ
る
。
連
塚
と
の
間
隔
は
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
で
Ａ
支
群
の
陵

塚
と
犬
養
塚
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
。
林
道
添
い
の
縦
列
八
基
に
つ
い
て
は
下
流
に
位
置
す
る

程
に
墳
丘
・
石
室
規
模
の
縮
小
し
て
い
く
様
が
見
え
る
。

　

右
岸
の
別
荘
地
域
に
は
一
六
基
が
広
が
り
を
も
っ
て
分
布
し
て
い
る
。
位
置
に
よ
り
、
上（
四

基
）・
中（
七
基
）・
下（
五
基
）辺
に
分
け
る
と
上
・
下
辺
の
墳
丘
・
石
室
は
や
や
大
き
く
、
そ
れ

（1）




